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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 
バリアフリー地区別計画（総合スポーツセンター周辺地区編）の策定につ

いて 

所管部課名 都市建設部都市建設課 ユニバーサルデザイン担当課 

内 容 

バリアフリー地区別計画（総合スポーツセンター周辺地区編）を策定し

たので、以下のとおり報告する（別添資料参照）。 

１ 基本的な方針 

足立区バリアフリー協議会及び各部会での議論等を踏まえ、以下の３

点を総合スポーツセンター周辺地区のバリアフリー化の基本的な方針と

する。 

（１）総合スポーツセンターを中心とした徒歩圏において、不特定多数

の人が利用する施設と、施設間を結ぶ道路を対象に、面的なバリア

フリー化を推進する。

（２）公共交通による総合スポーツセンター及び周辺施設に誰もが円滑

に移動できるよう、バリアフリー化された歩行ネットワークを形成

する。

（３）施設のバリアフリー化等のハード面での整備に加え、移動やコ

ミュニケーションを手助けするための知識や技術を身につける研修

など、接遇や介助水準向上を目指すソフト面の対応策も推進する。

２ 定めた生活関連施設・経路 

・ 公共施設、都市公園、商業施設、金融機関、教育施設 など

・ 花畑大橋通り、舎人公園通り、六六通り など

３ バリアフリー地区別計画策定後の進め方 

（１）バリアフリー地区別計画において、「特定事業※」を設定した施設

管理者及び関係事業者は、それぞれの施設における「特定事業計画」

を策定し、具体的な完了予定年次を定めた後、バリアフリー化の事業

を実施する。 

※ 特定事業とは、バリアフリー化を具体的に進める事業をいう。

（２）特定事業計画は、足立区バリアフリー協議会において、ＰＤＣＡサ

イクルを用いて事業の進捗管理を行い、地区内のバリアフリー化の促

進に努める。

問 題 点 

今後の方針 

今後も、足立区バリアフリー推進計画で定められた１０地域について、

順次、策定すると共に、未策定地域も含めて、必要なバリアフリー化を進

めるよう、各事業者に協力を働きかけていく。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 
令和５年１月１９日 

件    名 自転車用ヘルメットの購入補助について 

所管部課名 都市建設部交通対策課 

内 容 

道路交通法の改正により令和５年４月１日から自転車のヘルメット着用

が年齢にかかわらず努力義務化される。これを受け、ヘルメットの普及促

進を目的とした購入補助を検討しているため、以下のとおり報告する。 

１ 補助制度の概要 

（１）補助額

３，０００円以上のヘルメット１個につき２，０００円

※ 一人１個まで。

（２）対象者

足立区内にお住いの方 年齢制限なし

（３）補助の方法

指定の店舗にて所定の申込書を作成、提出したうえ、住所を確認で

きるものを提示して、２，０００円の値引きを受ける。 

※ その後、区より値引分について、店舗へ補助金を交付する。

（４）補助件数

５，０００個／年

（想定予算額 ５千個×２千円＝１０，０００千円／年）

２ 開始時期 

令和５年４月１日からの法施行のため、令和５年３月中からの補助制

度開始を目指す。

年度内実施分の予算については、補正対応を予定する。 

３ 事業期間（予定） 

  法施行スタートから早期に普及の機運を高めることを目的に、令和７

年度まで（法施行から３年間）の事業とする。 

問 題 点 

今後の方針 

交通安全教室やキャンペーン等、自転車の安全利用に関する普及啓発と

合わせてヘルメット着用の普及に取り組む。

年度内の事業開始に向け、補正予算での対応について準備を進める。
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 千住仲町暫定駐車場の土地賃貸借契約について 

所管部課名 都市建設部交通対策課 駐輪場対策担当課 

内 容 

千住仲町暫定駐車場の運営事業者との土地賃貸借の契約期間が令和５
年３月で満了となるため、新たな事業者を競争入札により選定し、引き続
き有料駐車場として運営させるため、以下のとおり報告する。 
なお、新たな事業者への貸付期間については、当該地に建設予定の千住

保健センターの仮設庁舎開設に影響がでない令和７年３月３１日までの
２年間とする。 

１ 当該区有地の概要（別紙１参照 Ｐ５） 
（１）所 在 地 足立区千住仲町５４番１の一部 他
（２）敷地面積 ８５０．９１㎡
（３）駐車台数 ２８台 ※ 千住庁舎来庁者の駐車場としても利用中

２ 土地貸付の公募条件 
（１）使用用途 駐車場として管理・運営すること
（２）契約期間 ２年間（令和５年４月１日～令和７年３月３１日）

３ 今後の予定 

年月日 作業項目 

R5.1.1（日） あだち広報 1/1号・区ホームページ掲載 

R5.1.4（水）～R5.1.25（水） 入札参加事業者の申込受付期間 

R5.2.10（金） 入札・開札日（午前予定） 

R5.3.1（水）～R5.3.31（金） 
現契約業者による駐車場用地の引渡し準備 

落札業者と契約内容の協議・契約締結 

R5.4.1（土） 

落札業者による駐車場運営開始 

令和 7年 3月 31日まで 

※ 必要に応じて契約期間の延伸を検討する。 

項目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

千住庁舎改修   

仮設庁舎建設     

暫定駐車場 

運用状況 

 

問 題 点 

今後の方針 

千住庁舎の仮設庁舎建設に影響が出ないよう、資産管理課、衛生管理

課、中部地区建設課等との連携のもとに土地賃貸借契約を締結する。 

現契約 

引越 改修工事 設計 

設計/工事 解体 

（リース契約） 

仮設で運営 

次期 2年契約 

引越
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案内図 

東京芸術 

センター

千住 

警察署 

千住仲町暫定駐車場 

（千住保健センター 

仮設庁舎建設予定地） 

別紙１ 

・大規模改修工事（令和 8～9年度）に伴い
千住保健センターを仮移転させる。

・千住福祉課と権利擁護センターは移転せ
ず居ながら改修工事を行う。
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 
街路樹維持管理指針（取り組み方針編）素案に関するパブリックコメント

の実施結果について 

所管部課名 道路公園整備室東部道路公園維持課 西部道路公園維持課 

内 容 

街路樹維持管理指針（取り組み方針編）素案に関するパブリックコメン

トの実施結果について、以下のとおり報告する。

１ 実施期間 

令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月３０日（水） 

２ 提出者数及び提出方法 

（１）提出者数 １名（７件）

（２）提出方法 区ホームページの意見受付フォーム ０名

Ｅメール ０名 

ＦＡＸ ０名 

郵送 ０名 

窓口への持参  １名（７件） 

３ 意見の概要と区の考え方（別紙参照 Ｐ７～９） 

  別紙のとおり 

指針に反映したご意見 ３件 

４ 区の考え方の公表方法 

（１）区ホームページへの掲載

（２）東部道路公園維持課窓口における閲覧及び配布

５ 今後の予定 

年 月 内   容 

令和 5年 2月 パブリックコメントに対する区の考え方を公表 

令和 5年 3月 
建設委員会に街路樹維持管理指針案を報告 

街路樹維持管理指針を策定 

問 題 点 

今後の方針 

パブリックコメントや建設委員会における審議を踏まえ、街路樹維持管

理指針を策定する。 
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「街路樹維持管理指針（取り組み方針編）（素案）」に関するパブリックコメントの 

実施結果及び意見に対する区の考え方について 

１ パブリックコメントの状況 

（１）実施期間

令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月３０日（水）

（２）意見提出数等

ア 提出者数（件数） １名（７件） 

イ 提出方法

（ア）区ホームページの意見受付フォーム ０名 

（イ）Ｅメール ０名 

（ウ）ＦＡＸ ０名 

（エ）郵送 ０名 

（オ）窓口への持参 １名（７件） 

２ 意見の構成 

内 容 件 数 

序章 0 

第 1章 足立区の街路樹の現状と課題 2 

第 2章 指針の目的と対象 0 

第 3章 足立区が目指す街路樹像 5 

合計 7 

別紙 
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寄せられたご意見に対する区の考え方（「街路樹維持管理指針（取り組み方針編）」素案） 

No. 意見の概要 区の考え方 

第１章 足立区の街路樹の現状と課題 

1 区民の方からのクレームへの場当たり

的な対応となっていることが課題と考え

ます。当然、道路としての役割を阻害す

る要因は取り除かねばなりませんが、要

望の内容によっては、区民にもご協力を

いただく働きかけも必要なのではないで

しょうか。そのためにも、今回のような

管理指針を定め、区民への周知・理解を

促す必要があると考えます。 

ご意見いただきました「管理指針を区民

へ周知・理解を促す必要がある」という内

容につきまして、１０頁「１ 策定の目的」

に、「本指針を広く周知し、区民の皆さまに

内容をご理解いただき、方針にご協力賜る

ことが、適切な街路樹の維持管理につなが

っていきます」と加筆いたします。 

2 適期以外の剪定による問題としては、

樹木の生育への影響のほかにも、ヒート

アイランド現象への対策に十分な緑陰形

成がなされていないこともあるのではな

いでしょうか。夏季剪定における作業の

結果、最も緑陰が必要な真夏に緑陰を得

られていない状況にあります。 

１２頁の「維持管理の年間計画」に、ヒー

トアイランド現象への対策の一環として

「夏場の緑陰形成など快適な道路空間とな

るよう、維持管理の年間計画をたてる」と

記載いたしております。 

なお、具体的な方策につきましては、現

在作業中の実務編に記載して、可能な限り

適期での剪定に努めてまいります。 

第３章 足立区が目指す街路樹像 

3 課題として、各街路を担当する職員の

方によって剪定方針に偏りがあるのが現

状です。特に陳情対応の際には、樹木や

景観に悪影響となる過度な強剪定を指示

されるケースもあります。よって、基準

の共有化は是非取り組んでいただきたい

ですが、職員・業者に基準が浸透するま

では、担当エリアを単年で変えるのでは

なく、中長期的に受け持つべきと考えま

す。 

各担当職員による剪定方針の偏りの解消

につきましては、本指針を維持管理の基準

とすることを職員間で共有し、研修などで

理解を深めることで、バランスのよい街路

樹の維持管理を行ってまいります。 

委託業者に基準を浸透させる方法の一つ

として、業者ごと中長期的に担当路線を決

めることも、今後検討してまいります。 

また、足立区造園業防災協会との意見交

換会などを通じて、発注者側と受注者側、

それぞれが認識する課題を共有し、改善策

を検討する機会を設けてまいります。 
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No. 意見の概要 区の考え方 

第３章 足立区が目指す街路樹像 

4 重点路線選定の方針として、他にも区

内の都市計画とセットで検討していくべ

きと考えます。例えば、西新井大師など

歴史ある寺社の参道の拡張と合わせてシ

ンボル並木を形成するなど、街全体の景

観づくりとして考えていただきたいで

す。 

重点路線選定は既存路線を対象としてい

るため、西新井大師参道の拡張といった将

来計画を伴う街全体の景観づくりという視

点は、方針に取り入れることはできません。 

しかし、いただいたご意見を参考にいた

しまして、１３頁「路線ごとの将来計画」

に、「重点的に取り組む路線に位置づけた路

線での取り組みを参考に、その他の路線も

順次、都市計画等を踏まえ将来目標を設定

します」と修正・加筆いたします。 

5 枯木撤去後も新たに植樹できずにいる

狭い空桝に関しては、景観上の観点から

も、すぐにでも低木・地被類の植栽や歩

道と同様の舗装を検討していただきたい

です。 

枯損木撤去後は、景観上及び安全上の観

点からも空桝のままにせず、まずは歩行者

の安全確保のために速やかに簡易舗装を行

います。その後、歩道幅員を確保できない

などの理由により街路樹を植樹しない箇所

については、まとまった舗装ができる所か

ら優先的に工事を行っていきます。 

6 「道路形態に合う樹種」について、植

樹した初期の姿ではなく、長期的な視点

で、生長した樹高・樹勢がその道路環境

に適したものかを考慮して選定いただき

たいです。また、温暖化や気候変動、病

害虫に対応できる樹種（理想は在来種）

の選定も必要と考えます。 

「道路形態に合う樹種」の選定にあたり

ましては、生長した樹木を想定して、その

道路環境に適した樹種を選定してまいりま

す。また、温暖化や気候変動、病害虫への対

応も踏まえて検討してまいります。 

なお、具体的な樹種選定の考え方につき

ましては、現在作業中の実務編に記載して

まいります。 

7 公園・公共施設だけでなく、周辺のマ

ンションや大学・企業・商業施設とも一

体となって、景観形成を検討していただ

きたいです。(参考例)葛飾にいじゅくみ

らい公園 

１３頁「その他の公共施設等との連携」

に、「幅員の狭い歩道では、公園外周部と道

路を一体利用できるような整備を行うな

ど、その他の公共施設と連携して安全性を

確保します。また、良好な景観形成や道路

空間の快適性の向上を目指し、公共施設に

限らず、周辺のマンションや大学・企業・商

業施設等と連携していきます」と修正・加

筆いたします。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１年１９日 

件 名 桑袋ビオトープ公園の取水方法について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内 容 

 桑袋浄化施設の撤去に伴う桑袋ビオトープ公園の池の取水方法の検討

状況について、以下のとおり報告する。 

１ 現在の取水・排水方法（図１参照） 

伝右川から取水し、公園の池から伝右川に排水している。取水量は

最大１００㎥／日である。 

図１ 現在の取水・排水の簡略図 

２ 浄化施設撤去後のこれまでの取水方針 

（１）整備方針

国による桑袋浄化施設の撤去工事が完了する令和６年度までに、

伝右川護岸（都管理地）に新たな取水施設を整備し、現状のとおり伝

右川（都管理地）へ排水する方針だった。 

（２）スケジュール

令和４～５年度 設計委託 （概算費   ５，５００万円） 

令和５～６年度 工事 （概算費 １億４，０００万円） 

桑袋ビオトープ公園 

池 

桑袋浄化 

施設 

あやせ川 

清流館 

伝
右
川

都
管
理←

 
→

国
管
理取水 

排水 
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内 容 

３ 新たに生じた２つの課題 

２つの課題が生じ、方策を検討したが、解決に至っていない。 

（１）国による工事の期間短縮により取水不可

工事期間が当初予定の３年間（令和４～６年度）から１年６か月

（令和４年４月～令和５年９月）に短縮された結果、令和５年３月 

以降は河川からの取水ができないことになった。 

ア 早期に取水を可能とする方策の検討

（ア）取水量の制限がない井戸を設置する場合、深さ６５０ｍ以深

にする必要がある。想定工事費は約３億円、温泉水の恐れもあ 

るため、実現は困難である。 

（イ）上水道から仮に取水量５０㎥／日を補給する場合、水道料金

は年間約７００万円となる。 

（２）河川に排出不可

上水道を利用する場合に備え、東京都下水道局に川へ排水する場

合の下水道料金の減免について相談した。 

その結果、当該公園は下水道告示区域内であるため、池の水は、 

河川から取水または上水道から補給のいずれであっても、河川に排 

  水せず、下水道施設に排水するべきと指摘を受けた。 

そのため、新たに池の水を下水道施設に接続する工事と下水道料 

金の支払いが必要になった。 

ア 下水道料金を抑える方策の検討

（ア）仮に排水量５０㎥／日を想定すると、下水道料金は年間

約６００万円となる。 

（イ）池（取水口から排水口までの経路）を準用河川に位置づけ、

河川に排水することを国及び東京都に相談したが、準用河川に 

は位置づけられないとの判断だった。 

４ 新たな取水方法の検討 

ランニングコストを抑えながら、ビオトープとしての機能を維持し

ていくために新たな取水方法を検討する。 

検討にあたり、まずは真に必要な取水量を改めて決定することが必 

要であるため、以下の２つのモニタリング調査を実施する。 

（１）河川からの取水量削減のための調査

令和４年１２月から先行して、段階的に取水量を減らし、池の水

量・水質等の変化をモニタリング 

（２）水道水補給による調査

上記（１）の調査によって取水量をある程度削減した時期、また

は令和５年３月の取水停止以降は、上水道から補給し、池の水量・

水質等の変化をモニタリング 
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内 容 

【参考】上下水道料金の目安 

補給量１０㎥／日の場合    ２０２万円／年 

補給量５０㎥／日の場合  １，３１６万円／年 

５ 新たな排水方法の検討 

上記４の取水量・取水方法の検討と並行して、東京都下水道局と下

水道施設に接続することについて協議を行う。 

問 題 点 

今後の方針 

当初予定していた伝右川護岸（都管理地）に取水施設を整備するための

予算計上は行わず、新たな取水・排水方法を決定した段階で、改めて予算

を計上する。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 梅まつりの実施方針について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内 容 

梅まつりの実施方針について、以下のとおり報告する。 

１ 実施方針について 

  新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを考慮し、梅園ライトアップ

のみ実施する。 

（１）梅園のライトアップ実施

ア 実施期間

令和５年２月２３日（木・祝日）～令和５年２月２６日（日）

※ 荒天中止

イ 実施時間

午後６時～午後８時

ウ 実施場所

大谷田公園内梅園（大谷田四丁目４番１号）

（２）梅の紹介リーフレットの配布

ア 来園者が楽しめる梅の紹介リーフレットを作成する。

イ 多くの方が利用できるよう、梅園開放期間中※は梅園入口にリー

フレットを用意する。

※ 梅園開放期間は令和５年１月２６日（木）～令和５年３月１２

日（日）。 

ウ 令和５年２月１８日（土）、１９日（日）、ライトアップ実施時

は現地で職員が来園者に配布する。 

（３）飲食及び販売等の催し物を伴う昼間のイベントは実施しない。

２ 梅園ライトアップの感染症対策実施 

  以下のとおり、感染防止対策を徹底して実施する。 

（１）飲食の禁止

（２）通路の一方通行化

（３）出入口を限定し、マスク着用の確認、消毒液設置、検温の実施

※ 現在の国等の方針が継続される限り実施

（４）混雑時、梅園内ベンチの使用中止（滞留の防止）

※ 梅園外の公園ベンチは使用可能

（５）園路内で声掛け（滞留の防止）
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３ 区民等への周知方法 

（１）あだち広報

（２）区ホームページ掲載、ポスター、ＳＮＳ等

問 題 点 

今後の方針 

梅まつりの実施方針について、地元商店会などの関係団体や関係機関へ

丁寧に説明するとともに、手続きを速やかに行っていく。
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 綾瀬川緑地の河津桜育樹イベント実施について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内 容 

令和３年２月に植樹した綾瀬川緑地の河津桜育樹イベントの実施につい

て、以下のとおり報告する。 

１ 開催日時 

  令和５年３月５日（日） 午前１０時～午後４時 

※ 荒天中止

２ 招待者 

  植樹にあたり寄附いただいた１５２組 

３ 会場 

  綾瀬川緑地（花畑二丁目１６番先） 

４ 内容 

（１）河津桜へ「肥料やり」「水やり」作業

（２）記念品（焼菓子）贈呈

（３）写真スポットでの記念撮影（参加者の自由撮影）

５ その他 

（１）当日は臨時駐車場と駐輪場を設置

（２）臨時駐車場付近に仮設トイレを１基設置

問 題 点 

今後の方針 
関係機関及び地元等と調整を図り、育樹事業を円滑に進める。 

イベント会場・受付

臨時駐車場・駐輪場 

（花畑北部三号公園） 

綾 瀬 川 緑 地

ノ 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 花畑川環境整備事業の今後の進め方について 

所管部課名 道路公園整備室道路整備課 

内 容 

花畑川環境整備事業について、以下のとおり報告する。 

１ 花畑川環境整備事業詳細設計その２委託の先送り 

花畑川環境整備事業の全体計画を精査するため、別紙１(Ｐ１７参照) 

の区間④の詳細設計について、令和４年度の委託発注を中止する。 

２ その１工事区間のスケジュールについて 

花畑川環境整備事業その１工事区間では、現在護岸整備工事を進めて

いる。 

今後、散策路整備工事や富士見歩道橋の架け替え工事を別紙２（Ｐ 

１８参照）のとおり進めていきたいと考えている。 

【表 その１工事区間のスケジュール（案）】 

年 度 内 容 

令和 2年度～令和 6年度 その 1工事による護岸工事 

令和 2年度～令和 4年度 富士見歩道橋の架け替え設計 

令和 5年度～令和 6年度 富士見歩道橋と周辺護岸・散策路設計 

令和 6年度～令和 7年度 その 1工事による散策路工事 

令和 7年度～令和 9年度 富士見歩道橋と周辺護岸・散策路工事 

問 題 点 

今後の方針 

その１工事区間の工事については、安全かつ確実に進めるとともに、そ

の１工事区間以降については、改めて考え方を精査する。 
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月見橋 雪見橋 富士見歩道橋 桜木橋 花見橋

区間① 区間② 区間③ 区間④

別紙１

その１工事区間

綾
瀬
川

中
川
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 竜井堀親水水路の循環施設撤去に伴う水路の取り扱いについて 

所管部課名 
都市建設部都市建設課  

道路公園整備室道路整備課 パークイノベーション推進課 

内 容 

 竜井堀親水水路の循環施設撤去に伴う水路の取り扱いについて、以下の

とおり報告する。 

１ 竜井堀親水水路の概要 

  竜井堀親水水路（以下「水路」という。）は、青井小学校へ降った雨

水を主利用しており、浄化施設などの循環施設を経由させている。 

この循環施設が東京都施行の綾瀬新橋架け替え（補助第１３８号線）

用地内に存在している。 

２ 綾瀬新橋架け替え（補助第１３８号線）の進捗について 

  東京都第六建設事務所から、令和６年度に工事着手するため、令和５

年度中に循環施設の撤去を要望されている。 

３ 今後の水路の取り扱いについて 

（１）水路について

ア 循環施設を撤去すると水路を存続することができなくなる。

イ 施設の老朽化が著しく、維持していくことが困難。

（２）今後の方針（別紙参照 Ｐ２０）

町会や青井小学校等の意見を伺いながら、改修内容の検討を進め

ていく。 

４ 今後の進め方（案） 

年 月 内   容 

令和 4年度 町会、青井小学校等からの意見収集 

令和 6年 3月まで 循環施設の撤去 

問 題 点 

今後の方針 

１ 町会や青井小学校等の意見を伺いながら、検討を進める。 

２ 循環施設の撤去は、令和５年度中に完了予定。 
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位置図

循環施設

竜井堀親水水路延長：約６４０ｍ（開きょ部 約３００ｍ）
綾瀬新橋の南西から青井みどり公園西側まで続く親水水路

①

①青井小学校北側から ②青井みどり公園西側

②

用地買収97％済（R4.3.31）

現況：約1.5ｍ

別紙
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 花畑二丁目生コン工場への対応状況について 

所管部課名 
建築室開発指導課 

環境部生活環境保全課 

内 容 

花畑二丁目生コン工場（以下「工場」という。）の対応状況について、

以下のとおり報告する。 

１ 工場の北側の道路騒音測定について 

工場付近と、同じ道路の離れた場所で工場稼働終了後、騒音測定及び

交通量調査を行った。なお、ミキサー車の走行はなかった。 

（１）測定日時 令和４年１２月２０日午後６時５２分（１０分間測定）

（２）測定地点 下図参照 ① 花畑二丁目４番先（工場北側）

② 花畑三丁目２７番先

（３）測定結果 以下の表のとおり、騒音レベル・交通量ともほぼ同等で

あった。 

測定地点 
測定値

L5(dB) 

測定値 

Leq(dB) 
交通量（台/時） 

大型車 普通車 二輪車 

① 花畑 2-4先 71 64 6 174 6 

② 花畑 3-27先 67 61 6 174 18 

※ L5 騒音の測定値を大きい順に並べたときの上から５％の測定値

工場等の騒音の規制に用いられる。 

※ Leq 等価騒音レベル（測定した騒音測定値を(加乗)平均した値）

自動車騒音の評価に用いられる。 

  測定地点 

①

② 

工場 

Ｎ 
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２ 区内の主な幹線道路の騒音の状況 

  区で定期的に測定をしている幹線道路の騒音レベルは以下のとおりで

ある。 

  工場北側道路の騒音は、下表①～③の２車線の都道と同程度の騒音レ

ベルとなっている。 

地 

点 

道路名 

測定地点住所 
車線数 測定日時 

測定値

Leq(dB) 

要請限度

Leq(dB) 

①
都道吉場安行東京線 

西保木間 1-21先 
2 R3.11.11 18:50 65 

75 
②

都道東京川口線 

鹿浜 5-15先 
2 R3.11. 9 18:50 69 

③
都道吾妻橋伊興町線 

栗原 4-17先 
2 R3.11.11 18:50 67 

※ 花畑 2-4先(工場北側) 2 R4.12.20 18:52 64 

※ 自動車騒音の評価は要請限度（騒音規制法）を基準として判断

※ Leq 等価騒音レベル（測定した騒音測定値を(加乗)平均した値）

３ 安全対策工事について 

  事故防止等のため、近隣への周知の上、セメントサイロの圧送管の一

部更新工事を行っている。 

・ 工事期間（予定） 令和５年１月７日～令和５年２月１０日

問 題 点 

今後の方針 

 引き続き関係所管と連携して、当該工場に対して必要な指導を継続す

る。 

① 

② ③ 

Ｎ 

測定地点 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和５年１月１９日 

件 名 
都営保木間第５及び南花畑五丁目アパート建替えに伴う建替まちづくり

構想（案）について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内 容 

東京都が策定した都営保木間第５及び南花畑五丁目アパート建替えに伴

う建替まちづくり構想（案）がまとまったので、以下のとおり報告する。 

１ 建替まちづくり構想（案）（別紙参照 Ｐ２５～３０） 

（１）まちづくりの目標

良好な住環境を継承し、地域と調和のとれた、安心・安全で快適に暮

らせるまち 

（２）建替えにより実現すべきこと

ア 住環境の向上により快適に暮らせるまちの実現

イ 周辺環境と調和のとれた地域とつながるまちの実現

ウ 地域の拠点となる広場と緑豊かなまちの実現

２ 団地概要 

（１）所在地 南花畑五丁目１４、１５番

（２）面 積 約６.６ヘクタール

（３）住戸数 ９０５戸

（４）位置図

「この地図は、国土地理院長の承認（平 29国関公第 444号）を得て作成した東京都地形図（S=１:2,500）を使用（4都市基交第 459号） 

して作成したものである。無断複製を禁ずる。」（承認番号）4都市基街都第 123号、令和 4年 7月 4日 

渕

淵

ク
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３ 建替まちづくり構想（案）説明会 

（１）日時 令和５年２月１４日（火）午後７時～午後８時

（２）場所 総合スポーツセンター 会議室

（３）主催 東京都、足立区

（４）周知 近隣町会での回覧・掲示、団地周辺に案内の配布

４ 今後の予定 

年  月 内  容 

令和 5年 2月 14日 建替まちづくり構想（案）説明会 

令和 5年 2月頃 建替まちづくり構想策定 

令和 5年 3月～ 地区計画の検討 

令和 5年夏頃 地区計画原案説明会 

令和 5年冬頃 足立区都市計画審議会で審議 

令和 6年春頃 都市計画決定・告示 

問 題 点 

今後の方針 

説明会の意見や要望等を踏まえて建替まちづくり構想を策定するととも

に、都市計画手続きに向けた準備を行う。 
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・

■対象地区と周辺の状況

令和５年〇月 足立区・東京都

対象地区
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今後の予定
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